
一
九
七
七
年
以
前
出
上
の
木
簡

（二
）

奈
良
。
平
城
宮
跡

（第
〓
一ち

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
六
三
年

（昭
３８
）
八
月
イ
十
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
小
林
剛

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
殿

・
官
衡
跡

６
　
注退
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
ぞ
平
安
時
代
初
期

７
　
遺
跡
及
び
木
衝
出
土
遺
構
の
概
要

平
城
官
跡
の
推
定
第
二
次
内
裏
地
域
は
、
築
地
回
廊
で
囲
ま
れ
、
内
一暴
の
中

枢
部
を
な
す
内
裏
内
郭
と
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
の
広
い
範
囲
を
築
地
で
囲
ん
だ

内
裏
外
郭
よ
り
な
る
。
内
郭
に
北
接
す
る
外
郭
の
北
部
の
地
区
を
、
内
一暴
北
外

郭
地
区
と
称
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
区
で
は
こ
れ
ま
で
六
次
に
わ
た
る
調
査
が

行
な
わ
れ
、
遺
構
の
大
要
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
遺
構
は
大
き
く
と
ぞ
＝

期
に
分
か
れ
、
そ
の
う
ち
最
も
整
備
さ
れ
る
Ｉ
期

（養
老
五
年
を
延
暦
三
年
）
に

お
い
て
は
、
中
央
部
に
内
郭
に
北
接
し
て
、
築
地
に
よ
る
区
画
が
造
ら
れ

（爽

西
約
一
八
〇
ｍ
、
南
北
約
七
五
ｍ
）、
こ
の
中
区
を
中
心
に
、
そ
の
東

・
西
の
東

・

西
区
の
三
区
に
区
画
さ
れ
る
。
中
区
は
西
半
に
主
要
建
物
を
配
置
し
、
東
半
は

井
戸
な
ど
の
あ
る
作
業
場
的
性
格
の
空
間
地
と
な
る
が
、
あ
る

一
官
司
の
所
在

が
考
え
ら
れ
、
内
膳
司
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
西
区
は
遺
構
が
少
い

が
、
東
区
は
中
区
と
異
な
る
官
司
の
所
在
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第

一
三
次
調

査
は
、
北
外
郭
地
区
の
東
区
か
ら
中
区
東
半
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
調
査
で
、

木
簡
は
、
土
羨
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
、
同
Ｓ
Ｋ
八
七
〇
の
二
個
所
か
ら
総
計

一
八
八
二

点
が
出
上
し
た

（七
〇
頁
挿
図
参
照
）。

土
境
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
東
区
の
西
北
隅
に
検
出
し
た
土
羨
で
、
Ｉ
期
の
小
期
の

中
の
Ｉ
１
２
期
（天
平
十
七
年
１
天
平
宝
字
五
年
）
に
属
す
る
。　
一
辺
三

・
八
ｍ
の

方
形
に
近
い
平
面
形
を
も
ち
、
深
さ
は
一
・
七
ｍ
、
底
部
で
は
方
三

・
二
ｍ
で

あ
る
。
埋
上
の
上
層
は
、　
上
層
か
ら
赤
褐
色
土
層

（厚
さ
一
一
五
Ｕ
、
暗
棚
色

土
層

（五
Ｏ
Ｕ
、
暗
緑
色
土
層

（
五
Ｕ

の
三
層
に
分
れ
る
が
、
木
簡
を
は
じ

め
と
す
る
遺
物
の
大
部
分
は
中
層
の
暗
褐
色
土
層
に
包
含
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

上
羨
は
塵
芥
を
捨
て
る
た
め
の
も
の
で
、
土
層
の
状
況
や
、
出
上
し
た
木
片
や

木
製
品
の
表
面
な
ど
に
風
化
の
痕
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
遺
物
は
短
期

間
の
う
ち
に
捨
て
ら
れ
、
す
ぐ
に
埋
め
も
ど
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
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の
意
味
で
遺
物
は
良
好
な

一
括
資
料
で
あ
る
。
木
簡
は
一
八
四
三
点
の
多
数
が

出
土
し
た
。
土
器
は
土
師
器
が
四
三
八
個
体
以
上
、
須
恵
器
が

一
八
九
個
体
以

上
出
上
し
、
平
城
官
土
器
編
年
の

「
平
城
官
Ⅲ
」
の
基
準
資
料
で
あ
る
。
四
〇

点
以
上
の
墨
書
土
器
が
含
ま
れ
る
が
、

「文
選
巻

。
研
盤
」
な
ど
の
文
字
や
鳥

の
絵
を
か
い
た
土
師
器
皿
や
、
鳥
の
餌
入
れ
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る

「
鳥
食
入

器
二
口
」

「莫
採

・
鋳
鵡
蔦
杯
」
の
土
師
器
杯
な
ど
は
興
味
深
い
。
軒
瓦
は
、

平
城
官
瓦
編
年
の

「
平
城
官
Ｉ
」
に
属
す
る
、
六
三

一
一
十
六
六
六
四
Ｄ

・
Ｆ
、

六
三

一
三
Ｂ
。
Ｃ
十
六
六
六
六
、
六
六
八
五
Ｂ
・
Ｄ
型
式
な
ど
を
中
心
に
八
型

式
が
出
土
し
た
。
木
製
品
は
、
檜
扇

・
櫛
な
ど
の
服
飾
具
、
刀
形

。
人
形
な
ど

の
祭
祀
具
、
曲
物

・
折
敷
な
ど
の
容
器
の
ほ
か
、
刀
子
柄

。
糸
巻

・
さ
じ

・
ｔ

ゃ
く
し
な
ど
豊
富
で
あ
る
。

こ
の
土
羨
の
埋
没
年
代
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
年
紀
木
簡
の
検
討
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
年
紀
木
簡
は
養
老
二
年

（七
一
八
）
か
ら
天
平
十
九
年

ハ七

四
七
）
七
月
ま
で
の
間
に
六
五
点

（ほ
か
に
年
号
の
み
明
ら
か
な
も
の
八
点
）
が
あ

る
が
、
こ
の
う
ち
養
老
二
年
か
ら
天
平
三
年
ま
で
の
西
海
道
諸
国
の
調
綿
付
札

一
五
点
の
年
紀
は
、
後
述
の
よ
う
に
木
簡
を
書
写
し
た
年
代
を
示
さ
な
い
か
ら
、

年
代
決
定
か
ら
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
局
神
亀
四
年
（七
一一七
）
か
ら
天
平

十
九
年
ま
で
の
五
〇
点
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
年
紀
の
分
布
を
み

る
と
、
天
平
十
七

・
十
八
年
の
も
の
が
各

一
九
点
で
、
あ
わ
せ
て
七
六
％
を
占

め
、
神
亀
四
年
か
ら
天
平
四
年
の
古
い
群
の
も
の
は
長
期
保
存
の
で
き
る
調
塩

の
付
札
に
限
ら
れ

（
五
点
）、
ま
た
天
平
十
九
年
の
も
の
は
五
点
と
点
数
が
少
く
、

同
年
の
九

・
十
月
に
地
方
か
ら
発
送
さ
れ
る
調
付
札
を
含
ま
な
い
な
ど
の
理
由

か
ら
、
埋
没
年
代
は
天
平
十
九
年
を
ほ
ど
遠
か
ら
ゑ
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
埋
没
年
代
に
よ
っ
て
、
共
伴
し
た
土
器

・
瓦
の
編
年
に
お
け
る
実
年
代
が

決
め
ら
れ
て
い
る
。
尚
、
こ
れ
ら
の
年
紀
木
簡
は
、
出
土
点
数
が
多
い
点
や
、

短
期
間
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
、
木
簡
の
書
写
か
ら
廃
棄
ま
で
の

期
間
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
を
検
討
で
き
る
好
資
料
で
あ
る
。

土
壌
Ｓ
Ｋ
八
七
〇
　
中
区
東
端
近
く
に
検
出
し
た
、
不
整
形
の
土
羨
で
あ
る
。

東
西
五
ｍ
、
南
北
五
ｍ
、
深
さ

一
・
三
ｍ
の
規
模
で
、
遺
構
編
年
の
中
で
は
１

１
３
期

（天
平
宝
字
五
年
１
延
暦
三
年
）
に
属
す
る
。
遺
物
は
木
簡
、　
土
器
、
瓦

が
、
土
壊
の
南
半
の
西
か
ら
南
の
縁
に
か
け
て
、
投
げ
こ
ま
れ
た
よ
う
な
状
況

で
出
土
し
た
。
木
簡
は
四
〇
点
出
上
し
た
。
土
器
は
、
土
師
器

・
須
恵
器
が
出

土
し
、

「
平
城
宮
Ｖ
」
の
基
準
資
料
で
あ
る
。
中
に

「
内
裏
盛
所
」
と
墨
書
す

る
須
恵
器
盤
が
あ
り
、
中
区
を
内
膳
司
と
推
定
す
る
大
き
な
根
拠
と
な
っ
て
い

る
。
ほ
か
に
漆
冠
断
片
が
出
上
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
総
点
数

一
八
四
三
点
の
う
ち
、
記
載
内
容
の
判
明
す
る
も
の

は
三
割
ほ
ど
で
、
文
書
、
荷
札
、
物
品
付
札
、
習
書
な
ど
木
簡
の
内
容
分
類
の

大
部
分
を
含
み
、
内
容
も
豊
富
で
あ
る
。
文
書
の
中
で
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し

て
、
西
官
を
守
衛
し
た
左
兵
衛
府
の
兵
衛
に
関
す
る
も
の
が
五

一
点
あ
る
。
典

型
的
な
も
の
は
、
西
官
に
開
く
門
号
の
下
に
兵
衛
の
人
篤
を
列
記
し
た
も
の
で

（
１
・
２
）、
兵
衛
の
門
の
守
衛
の
割
り
つ
け
で
あ
る
と
と
も
に
、
食
料
の
請
求



を
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
兵
衛
の
召
喚
状

（
３
）、
月
借
銭
請
求
文

書

（
４
）
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
木
簡
か
ら
、　
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
付
近
の
東
区
に

兵
衛
の
詰
所
が
所
在
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
木
簡
に
み
え

る

「
西
宮
」
に
つ
い
て
は
、
兵
衛
が
内
裏
内
郭
に
開
く
内
門

（閤
門
）
を
守
衛

す
る
こ
と
か
ら
、
内
裏
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
准
ず
る
施
設
と
考
え
ら
れ
、
Ｓ
Ｋ

八
二
〇
の
南
に
あ
る
第
二
次
内
一暴
内
郭
の
呼
称
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
文
書
で
は
、
伊
勢
国
川
口
関
務
所

へ
あ
て
た
過
所
と
思
わ
れ
る
も
の
が
注
目

さ
れ
る

（七
九
号
）。
文
書
に
み
え
る
官
司

・
官
職
名
は
、
民
部
省

（
四
四
号
）、

官
内
省

（
≡
一一号
）、　
中
務
少
丞

（四
一一一号
）、　
大
膳
職

（
四
五
・
四
六
・
五
〇
号
）、

主
莫
誹

（四
九
号
）、
図
書
寮

（四
八
号
）、
木
工
寮

（五
一一号
）、　
内
膳
司

（四
七

号
）、
園
池
司

（
五
一
号
）
な
ど
が
あ
る
。

貢
進
物
に
付
け
る
荷
札
は
、
調
、
贄
、
中
男
作
物
、
白
米
な
ど
が
あ
り
、
調

が
最
も
多
く

（七
〇
点
）、
贄
が
そ
れ
に
次
ぐ

（四
六
点
）。
官
内
の
他
の
調
査
に

く
ら
べ
て
、
贄
付
札
の
比
率
が
高
い
点
が
特
徴
で
、
西
側
の
中
区
を
内
膳
司
と

推
定
す
る

一
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
荷
札
は
、
従
来
の
文
献
史
料
に

よ
る
律
令
財
政
史
研
究
を
、
よ
り
具
体
的
に
考
察
で
き
る
史
料
で
あ
り
、
こ
と

に
文
献
史
料
の
乏
し
か
っ
た
贄
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
研
究
進
展
の
端
緒

と
な
っ
た
。
調
の
荷
札
の
う
ち
、
養
老
二
年
か
ら
天
平
三
年
ま
で
の
年
紀
を
も

つ
西
海
道
諸
国

（筑
前

・
筑
後
・
豊
前

・
豊
後

・
肥
前
・
肥
後
の
六
国
）
の
調
綿
付

札
は
関
連
す
る

一
括
資
料
で
あ
る
（
５
）。
こ
れ
ら
は
、
国

。
年
紀
を
果
に
し
な

が
ら
、
書
式

・
形
態

・
筆
跡

・
樹
種

（
シ
イ
）
に
共
通
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
諸
国
か
ら
大
宰
府
に
収
め
ら
れ
た
調
綿
を
京
進
す
る
際
に
、
大
宰
府
で
一

括
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
記
さ
れ
た
年
紀
は
諸
国
か
ら
府
庫

へ
収
め
ら
れ

た
年
次
を
示
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
贄
の
荷
札
の
う
ち
、
参
河
国
播
豆
郡
篠

嶋

・
析
嶋
の
荷
札
三
八
点
は
ま
と
ま
っ
た
史
料
で
あ
る
（
６
）。
両
嶋
の
海
部
が

隔
月
交
替
に
月
料
の
形
で
海
産
物
を
貢
進
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

官
内
で
物
品
を
保
管

。
整
理
す
る
た
め
の
物
品
付
札
で
は
、
衣
服

・
繊
維
関

係
の
も
の
が
三
四
点
あ
る
。
「緑
縫
衣
入
櫃

一
合
」
（四
八
〇
号
）
の
よ
う
に
衣
服

を
納
め
た
櫃
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
、

「
浅
緑
糸
」
（五
〇
号
）
の
よ
う
に
、
単

に
繊
維
製
品
篤
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
文
書
の
中
に
、
布
や
糸
、
染
色
に
関

す
る
も
の

（
一
九
八
ｔ
二
〇
一
号
な
ど
）
や
繊
維
製
品
の
収
納
に
関
す
る
帳
簿
全
一

二
六
号
な
ど
）
等
が
あ
り
、
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
の
付
札
と
し
て
は
、

魚
介
類

・
食
品
名
を
記
し
た
も
の
が
あ
り
、

「
御
殿
内
火
嬉
」
（四
七
九
号
）、

「
西
市
交
易
鏡
」
（
四
八
七
・
四
八
九
号
）
は
注
目
で
き
る
。　
こ
と
に
四
七
九
号

は
内
裏
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

習
書
で
は
万
葉
仮
名
を
記
し
た
も
の

（７
・
七
九
号
）
や
、
『文
選
』
李
善
注

の
上
表
文
の
冒
頭

（
８
上
ハ
八
九
＝

一
一
七
〇
号
）
や
、
『
王
勃
集
』
（五
八
一
ど
五

八
三
号
）
の
習
書
が
あ
る
。

『文
選
』
に
つ
い
て
は

「
文
選
巻
第

一
」
と
記
す

も
の

（
五
五
四
号
）
や
、　
前
述
し
た

「
文
選
巻
」
の
墨
書
土
器
も
あ
り
、　
関
連

が
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｋ
八
七
〇
　
総
点
数
四
〇
点
の
う
ち
、
釈
読
で
き
る
も
の
一
一
点
、
完
形

の
も
の
四
点
で
あ
る
。
年
紀
を
記
す
も
の
は
な
い
が
、

「
左
衛
士
府
」

と
記
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す
付
札

（
一
八
八
一ハ
号
）
か
ら
、
土
羨
の
埋
没
年
代
は
天
平
宝
字
八
年

（七
一ハ
四
）

以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
左
衛
士
府
は
天
平
宝
字
二
年
左
勇
士
衛
と
改
称
さ

れ
、　
さ
ら
に
同
八
年
に
も
と
の
呼
称
に
も
ど
る
が
、　
共
伴
す
る
土
器
が

「
平

城
官
Ｖ
」

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
簡
の

「
左
衛
士
府
」

は
も

と
に
も
ど
さ
れ
た
天
平
宝
字
八
年
以
降
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ

∠Ｏ
。ω

。
「西
宮
東

一
門
腟
上

姻
Ⅷ
副

鱗
　
右
七
人
」

と

謡

爛

爾

食

父

　

」
博

‥

二

弓

〔結
ヵ
〕

②
。
「東
三
門
額
細

勧
部

紳

北
関
廟
下
部

北
府

却
佃

」

。
「合
十
人
　
　
　
五
月
九
日
食
司
日
下
部
太
万
呂
状

」

牌窯
ｘ
趙
ｘ
］

自
Ｐ
　
一
〇
〇
号

③
。
「府
召
　
牟
儀
猪
養
　
右
可
問
給
依
事
在
召
宜
知
　
　
　
　
」

。
「状
不
過
日
時
参
向
府
庭
若
遅
緩
科
必
罪

醸
月
嵌
昧
付
酔
林
■
」

］鮨
ｘ
沸
×
伽　
自
μ　
五
四
号

ω
。
×
申
請
月
借
銭
事
日
日
日
　
　
×

〔依
録

状

謹

解
と

　
〔證

人

大

伴
己

・
×
□
□
□
□
□
　
　
□
□
□
□
日
×
　

（］３
大
ΦＹ
∞
ｏ驚

七
〇
号

。
「＜
筑
前
國
恰
土
郡
調
綿
董
伯
屯
四
両
養
老
七
年
」

。
「＜
　
　
　
　
　
　
　
　
室
山
　
　
　
　
」

］
誤
×
誤
ｘ
φ
　
畠
μ
　
二
八
三
号

０
「＜
参
河
國
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
＜
」

中
駕
×
誤
×
釦　
畠
μ　
三
六
八
号

⑭

。

「

コ
外
』

烈
外
』

天
平

十

八
年

九
月

四
副
教
賜

期

百
〔

・
□せ
郷
紫

〔正
ヵ
〕

田
□
之
比
等
等

く
流
刀
毛
意
夜
志
己
く
呂
曽
」

。
「
　

　

□

ω長
ｘ
Ｓ
じ
ｘ
∞
　
寓
洋
　
一
七
四
号

〔以
道
ヵ
〕

〔以
道
己

働
　
×
言
進
善
言
霜
以
国
□
光
九
九
野
臣
善
言
霜
□
□

３
μ　
七
四
五
＝
七
六
四
号

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
支

化
財
研
究
所

狩
野
久

本
村
豪
章

鈴
木
　
充

奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所

東
野
治
之

同茶
良
国
立
文

化
財
研
究
所

一
九
六
三
年

一
九
六
四
年

一
九
六
四
年

一
九
六
九
年

一
九
七

一
年

録
）一九
七
五
年

一
九
七
六
年

（今
泉
隆
雄
）

『
平
城
宮
第
１３
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』

「
第
１３
次
平
城
官
発
掘
調
査
出
上
の
木
簡
」

Ｑ
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
四
し

「
昭
和
３８
年
度
平
城
官
発
掘
調
査
概
要
」
（
同
右
）

『
平
城
官
木
簡

一
』

「
平
城
官
出
土
木
簡
所
見
の
文
選
李
善
注
」

Ｑ
万
葉
』
七
六
　
『正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
再

「
王
勃
集
と
平
城
官
木
簡
」

Ｇ
万
葉
』
八
八
　
同
右
再
録
）

『
平
城
官
発
掘
調
査
報
告
Ⅶ
』


